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大分県の産業廃棄物税に関する検討

（施行後の状況と今後の方向性等について）

平成21年11月

はじめに

大分県は、平成１７年度に、循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出の抑制､再生利用その他適正な

処理の推進を図るための施策に要する費用に充てるため、法定外目的税として、「大分県産業廃棄物税条例

(平成１６年大分県条例第３８号)」を施行したが、同条例の附則第９項によれば、施行後５年を目途に、必要があ

ると認めるときは条例の規定について検討を加え、必要な措置を講ずるものとされている。

今般、本県では、施行後5年目にあたり、条例の施行後の産業廃棄物の処理量等の推移や事業者の意識変

化の分析、税収を活用した事業の評価等を通して産業廃棄物税の導入による政策効果を検証し、産業廃棄物

税の今後のあり方を検討した。

Ⅰ 産業廃棄物税導入の経緯

地方分権一括推進法の施行(平成１２年４月)に伴い、九州地方知事会において広域的に導入可能な税制

の検討を行う中で、産業廃棄物税の一斉導入の合意をみた。

これと並行する形で、本県では大分県産業廃棄物税研究会の検討を経たのち、「大分県産業廃棄物税制

懇話会」を設置し、税制の効果、使途及び仕組みなどについて、幅広い見地から議論を重ねた。

その結果、当懇話会は、平成１６年２月に意見報告書をとりまとめた。

この意見報告書を踏まえ、本県は、事業者等への説明会や意見聴取等の機会を経て、平成１６年６月に

「大分県産業廃棄物税条例」を公布し、平成１７年４月１日から施行した。
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Ⅱ 産業廃棄物税の仕組みと役割

１ 仕組み

排 出 事 業 者（納税義務者）

① ② ③

リサイクル 課 税

④

中間処理業者 ⑤ 中間処理業者

課 税 （ 焼 却 以 外 ） 課税 （焼 却）

（ 納 税 義 務 者 ） （特別徴収義務者

及び納税義務者）

⑥ ⑦

課 税 課 税

最 終 処 分 業 者（特別徴収義務者）

（税 率）

①⑥⑦・・・ 1,000 円/トン

③⑤ ・・・ 800 円/トン

②④ ・・・非課税

納税義務者、課税標準等

項 目 内 容

(ｱ) 納税義務者 県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する事業者

(ｲ) 課 税 客 体 県内の焼却施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入

（第３条）

(ｳ) 課 税 標 準 県内の焼却施設及び最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量

（第５条）

(ｴ) 税 率 最終処分場への搬入 １トンにつき １，０００円

（第６条） 焼却施設への搬入 １トンにつき ８００円

(ｵ) 徴収の方法 特別徴収（自己処理の場合は申告納付とする）

（第８条）
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（カ）申告納入 申告対象期間 申告納入（納付）期限

（納付）期限 １月 ～ ３月 搬入分 ４月末日

４月 ～ ６月 搬入分 ７月末日

（第１１条） ７月 ～ ９月 搬入分 １０月末日

（第１４条） １０月 ～ １２月 搬入分 １月末日

課税免除等

種 別 内 容

課税免除 次に掲げる産業廃棄物の搬入に対しては、産業廃棄物税を課さない。

（第４条）

（１）再生利用、熱回収など産業廃棄物の有効利用が行われているものとして

規則で定める焼却施設への搬入

① 事業者が、産業廃棄物を原料又は燃料として、焼却処理の過程を通じて製品

を製造する焼却施設（大分県産業廃棄物税条例施行規則第３条第１項第１号）

② 事業者が、産業廃棄物に含まれる有用物を、自らの製品の製造の工程にお

いて利用するため、焼却処理を通じて回収する焼却施設（同第２号）

③ 事業者が、その排出する産業廃棄物を焼却する際に発生する熱を回収して

得られるエネルギーを、製品の製造の工程に供給する焼却施設（同第３号）

④ 事業者が、産業廃棄物を焼却する際に発生する熱を回収することにより発電

を行い、発生した余剰電力を売却する焼却施設（同第４号）

（２）公益上その他の事由により課税が不適当として知事が認める搬入

① 災害（震災、風水害、火災類等）を受けた施設等の取り壊し工事により生じた

産業廃棄物の搬入

② 牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき焼却処理が義務づけられている牛の

特定部位（脳、せき髄、頭部等）の搬入

課税の特例 当分の間、一事業者の年度における産業廃棄物(中間処理産業廃棄物で他

（附則第５項） の者から委託を受けて処分されたものを除く)の焼却施設又は最終処分場への

搬入に係る重量の合計が１万トンを超える場合には、その超える部分について、

一定の割合で軽減したものを課税標準とする。
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２ 役割

産業廃棄物税は、導入によって事業者に産業廃棄物の排出抑制、リサイクルへの動機付け (イン

センティブ ) を促すほか、税収を産業廃棄物の適正な処理の推進を図るための施策に充てること

により循環型社会づくりに向けた取組を一層促進させる役割を持っている。

大分県産業廃棄物税基金

排出抑制・リサイクルへの

動機付け（インセンティブ）

産業廃棄物の排出抑制、再生利用の促進

産業廃棄物税

税収使途事業

産業廃棄物の排出抑制・リサイクルの推進等のための施策

・リサイクル等の取組への支援

・適正処理の推進

・基盤整備の促進

・啓発広報・環境教育

使途事業による

効果
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Ⅲ 税収等の状況

１ 課税対象施設数

焼却 最終処分 焼却 最終処分

(特徴者) (特徴者) （自己処理等) （自己処理等) 計

１７年度 ３９ ４０ ４ ４ ８７

１８年度 ４０ ４１ ４ ３ ８８

１９年度 ４０ ４１ ４ ３ ８８

２０年度 ４０ ３９ ４ ３ ８６

※各年度末の状況。事業者が複数施設を有する場合でも施設ごとに算定。

２ 税収の状況 (単位：千円)

年 度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

税 収 211,428 333,870 294,404 285,269 387,000

※１７年度は４月施行のため９ヶ月分実績 ※２１年度は当初予算

３ 基金の活用

税収については、産業廃棄物税基金へ積立を行った上で、

①「リサイクル等の取組への支援」

②「適正処理の推進」

③「基盤整備の促進」

④「啓発広報・環境教育」

の４つの使途に沿って、平成２１年度までに産業廃棄物施策の推進に１，２５０，５１３千円を活用している。

基金の活用状況 (単位：千円)

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度
（当初予算）

計

96,447 179,816 196,091 314,775 463,384 1,250,513

リサイクル等の取組への支援 3,034 72,480 80,487 134,353 185,572 475,926

適正処理の推進 87,269 96,807 108,287 163,956 222,071 678,390

基盤整備の促進 0 4,602 1,746 10,156 41,250 57,754

啓発広報・環境教育 6,144 5,927 5,571 6,310 14,491 38,443

基金活用事業

区 分
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Ⅳ 税活用事業の主な実績及び施策効果

◎リサイクル等の取組への支援 ４７５，９２６千円

循環型環境産業の創出に向けた研究開発や事業化の支援を行い、産業の育成を図っている。

また、排出事業者に対して産業廃棄物の排出抑制、再生利用に有効な施設整備の支援を行う

ことにより、産業廃棄物の減量化、資源化を推進している。

○循環型環境産業（研究開発支援）＜２１件＞（18～21年度）

・砕石汚泥や石灰くず等の廃棄物から再生路盤材やコンクリート環境製品等を開発

(実績) 研究開発の成果を活かし事業化を行った。生産された製品は、大分県リサイクル

製品に認定されている。

・木造住宅解体廃材から付加価値の高い厚板耐力壁ユニットを開発

○循環型環境産業（事業化支援）＜１５件＞（18～21年度）

・従来破砕処理が困難で最終処分していた陶磁器くずから再生砕砂を生産し、土木用資材と

して再生利用を図った。

(実績) 年間約 30,000 トン発生する陶磁器くずを全量製品として再生利用することにより、

最終処分量はゼロになった。

・従来処理困難であった大型重機廃タイヤ等の廃棄物を処理できる破砕機を導入し、固形燃料化を

図った。

(実績) 年間約 2,000 トン処理し、製紙工場向け燃料として再生処理することで、最終

処分場の延命化と地球温暖化防止に貢献した。

・ＲＰＦ（廃プラスチック、木くず、再生できない紙等からなる固形燃料）燃焼灰をセメント固化し、路盤

材、農業用土壌改良剤として再生利用を図った。

(実績) 年間約 18,000 トン発生する燃焼灰はこれまで最終処分していたが、全量製

品として再生利用することにより、最終処分量はゼロになった。

○リサイクル施設等整備支援＜４件＞（19～20年度）

・自動車等のプラスチック成形部品やポリエチレンフィルムの製造工程で発生した不良品等を原料とし

て再利用するための設備導入を支援

(実績) 製造工程の不良品を再生利用することによる産業廃棄物削減率 60 ～ 100 ％

・採石副産物の脱水ケーキから再生路盤材を製造するための設備導入を支援

(実績) 脱水ケーキから再生路盤材の製造量 ４５０ﾄﾝ／年
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◎適正処理の推進 ６７８，３９０千円

不法投棄廃棄物の撤去を進めるとともに、産業廃棄物監視員、監視カメラ及び不法投棄防止フェン

スによる不法投棄の未然防止を図っている。

また、最終処分場等の監視・指導を実施するとともに、計量業務の適正化を促進している。

・不法投棄件数の減少 約 40 ％減（ 16 年度 127 件→ 20 年度 80 件）

・苦情件数の減少 約 80 ％減（ 16 年度 227 件→ 20 年度 49 件）

・最終処分場、中間処理施設等への立入件数の増加

約 30 ％増（ 16 年度 8,233 件→ 20 年度 10,768 件）

◎基盤整備の促進 ５７，７５４千円

市町村及び産業廃棄物処理施設設置者が行う、処理施設周辺の道路補修などの経費に対して助成

を行うことで環境の改善を図った。

○整備箇所数等＜１１箇所＞（18～20年度）

・処理施設周辺の道路補修

・バイパス道路の設置

・ガードレール等の設置

◎啓発広報・環境教育 ３８，４４３千円

廃棄物の発生抑制と循環型環境産業の育成を図るため、マスメディアを活用して不法投棄防止・３Ｒ

の必要性等を県民に呼びかけるとともに、県内発生廃棄物を原材料とするリサイクル製品を認定し、そ

の利用を促進している。

また、ごみゼロおおいた作戦の展開やレジ袋無料配布中止の取組により地球温暖化防止やごみの

減量化、県民の環境問題についての意識啓発を図っている。

○リサイクル認定製品数＜８１製品＞（21年8月末現在）

・がれき、陶磁器くず、溶融スラグ等を使用したタイル、ブロック、レンガ

・樹皮、汚泥等を使用した緑化基盤材、土質改良材等

＜認定製品の利用件数＞

○マイバッグ持参率＜８４．９％＞（平成21年８月平均）

年 度 17年度 18年度 19年度 20年度

利用件数 １７３ ５４３ ７０８ １，０１４

・食品スーパー等２８事業者２１７店舗で｢レジ袋無料配布中止｣を実施

・６～８月のレジ袋削減枚数 ２４，２４６，５５５枚

・ＣＯ２削減量 約１，５０３トン（約１０万７千本分の杉の１年間の CO2 吸収量）

・ごみ削減量 約２４２トン

・石油削減量 約４４４ KL
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Ⅴ 排出事業者の意識

［意識調査結果］

○ 平成２１年４月、県内に事業所を有する排出事業者に意識調査を実施した。

・対 象 産業廃棄物を一定程度排出する事業所(建設業、製造業、電機・水道業…等)

・発 送 １５５事業所(多量排出事業者) 回 答 １３３（回答率 ８５．８％）

１ 産業廃棄物処理の状況等について

税の導入年度前(平成１６年度以前)と導入後(平成１７年度以降)とを比較した場合の排出される産業廃

棄物量の変化

(1) 産業廃棄物処理の状況等について

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

年
々
増
加

変
化
な
し

年
々
減
少

年
々
増
加

変
化
な
し

年
々
減
少

年
々
増
加

変
化
な
し

年
々
減
少

21 26 25 14 42 128 21 27 23 16 41 128 4 6 25 19 20 74

16.4% 20.3% 19.5% 10.9% 32.8% 100.0% 16.4% 21.1% 18.0% 12.5% 32.0% 100.0% 5.4% 8.1% 33.8% 25.7% 27.0% 100.0%

年々増加

年毎に増減あるも

傾向としては増加

変化なし

年々減少

年毎に増減あるも

傾向としては減少

廃棄物の状態 発生量

合

計

合

計

合

計

焼却処理量排出量

産業廃棄物の合計量

廃棄物の量の変化 年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
増
加

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
減
少

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
増
加

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
減
少

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
増
加

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
減
少

16.4%

20.3%

19.5%
10.9%

32.8%

発生量

16.4%

21.1%

18.0%
12.5%

32.0%

排出量

5.4%
8.1%

33.8%25.7%

27.0%

焼却処理量

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

年
々
増
加

変
化
な
し

年
々
減
少

年
々
増
加

変
化
な
し

年
々
減
少

年
々
増
加

変
化
な
し

年
々
減
少

11 23 24 9 32 99 22 29 24 11 22 108 2 9 20 21 27 79

11.1% 23.2% 24.2% 9.1% 32.3% 100.0% 20.4% 26.9% 22.2% 10.2% 20.4% 100.0% 2.5% 11.4% 25.3% 26.6% 34.2% 100.0%

年々増加

年毎に増減あるも

傾向としては増加

変化なし

年々減少

年毎に増減あるも

傾向としては減少

廃棄物の状態

合

計

最終処分量

合

計

中間処理量

合

計

再生利用量

産業廃棄物の合計量

廃棄物の量の変化 年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
増
加

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
減
少

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
増
加

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
減
少

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
増
加

年
毎
に
増
減
あ
る
も
傾
向

と
し
て
は
減
少

11.1%

23.2%

24.2%

9.1%

32.3%

中間処理量

20.4%

26.9%22.2%

10.2

%

20.4%

再生利用量

2.5%
11.4%

25.3%
26.6%

34.2%

最終処分量
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発生量については、減少傾向にあるとの回答は４３．７％（「年々減少」１０．９％、「年毎に増減あるも傾向

としては減少」３２．８％）である。増加傾向にあるとの回答が３６．７％（「年々増加」１６．４％、「年毎に増減あ

るも傾向としては増加」２０．３％）あるが、減少傾向にあるとの回答が若干上回っている。

排出量についても、減少傾向にあるとの回答が４４．５％（「年々減少」１２．５％、「…傾向としては減少」３２．

０％）である。増加傾向にあるとの回答３７．５％（「年々増加」１６．４％、「…傾向としては増加」２１．１％）に対

して、減少傾向にあるとの回答が上回っている。

焼却処理量は、減少傾向にあるとの回答が５２．７％（「年々減少」２５．７％、「…傾向としては減少」２７．０

％）であり、増加傾向にあるとの回答１３．５％（「年々増加」５．４％、「…傾向としては増加」８．１％）を大きく

上回り、全体の半数を超える割合となっている。

中間処理量（焼却を除く）についても、減少傾向にあるとの回答が４１．４％（「年々減少」９．１％、「…傾向

としては減少」３２．３％）であり、増加傾向にあるとの回答３４．３％（「年々増加」１１．１％、「…傾向としては増

加」２３．２％）と比較して高くなっている。

最終処分量も、減少傾向にあるとの回答が６０．８％（「年々減少」２６．６％。「…傾向としては減少」３４．２

％）、増加傾向にあるとの回答が１３．９％（「年々増加」２．５％、「…傾向としては増加」１１．４％）であり、減

少傾向にあるとの回答が増加傾向を大きく上回っている。

一方、再生利用量については、増加傾向にあるとの回答が４７．３％（「年々増加」２０．４％、「…傾向として

は増加」２６．９％）であるのに対して、減少傾向にあるとの回答が３０．６％（「年々減少」１０．２％、「…傾向と

しては減少」２０．４％）であり、増加傾向にあるとの回答が上回っている。

(2) 排出量増加の原因

(3) 排出量減少の原因

1

2

3

4

5

38

48

3

1

1

原材料の変更等による排出量増加

その他

排出抑制・リサイクルの中止・縮小

製造工程の変更等による排出量増加

100.0%回答者数（合計）

5

事業規模の拡大・売上の増加

6.3%

79.2%

10.4%

2.1%

2.1%

79.2%

10.4%

2.1%
2.1%

6.3%
増加の原因

1

2

3

4

5

100.0%

64.9%

5.3%

回答者数（合計）

事業規模の縮小・売上の減少

製造工程の変更等による排出量減少

原材料の変更等

排出抑制・リサイクルの開始・強化

37

1.8%

26.3%

1

1

15

1.8%

57

その他

3

64.9%
5.3%

1.8%

26.3%

1.8% 減少の原因
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排出量増加の原因については、「事業規模の拡大・売上の増加」が７９．２％と約８割を占めている。

排出量減少の原因については、「事業規模の縮小・売上の減少」が一番多く６４．９％を占めるが、「排出

抑制・リサイクルの開始・強化」も２６．３％に上っている。

２ 産業廃棄物税の導入の事実について

「知っている」が７９．５％、「聞いたことはあるが、仕組みは知らない」が１５．９％で合わせると９５．４％とな

る。「知らなかった」も４．５％存在する。

３ 産業廃棄物税の導入に伴う取組の変化について

(1) 現在の取組みの状況

「排出抑制及び再生利用の取組をしている」５４．８％、「排出抑制の取組をしている」３．２％、「再生利用

の取組をしている」２８．２％、合計８６．２％が取組みを行っていると回答。「取り組んでいない」は１３．７％で

あった。

(2) 取組開始時期

・排出抑制

1 知っている 105 79.5%

2 聞いたことはあるが、仕組みは知らない 21 15.9%

3 知らなかった 6 4.5%

132 100.0%回答者数(合計)

1 排出抑制及び再生利用の取組をしている。 68 54.8%

2 排出抑制の取組みをしている。 4 3.2%

3 再生利用の取組みをしている。 35 28.2%

4 取り組んでいない。 17 13.7%

124 100.0%回答者数（合計）

1 平成１１年度以前 24 34.3%

2 平成１２年度～平成１５年度 24 34.3%

3 平成１６年度 0 0.0%

4 平成１７年度 12 17.1%

5 平成１８年度以降 10 14.3%

70 100.0%回答者数（合計）

79.5%

15.9%
4.5%

産廃税導入の事実について

知っている

聞いたことはあるが、仕

組みは知らない

知らなかった

54.8%3.2%

28.2%

13.7%

現在の取組の状況
排出抑制及び再生利用の取組をし

ている。

排出抑制の取組みをしている。

再生利用の取組みをしている。

取り組んでいない。

34.3%

34.3%

0.0%

17.1%

14.3%

排出抑制の開始時期
平成１１年度以前

平成１２年度～平成１５年度

平成１６年度

平成１７年度

平成１８年度以降
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・再生利用

排出抑制に係る取組みの開始時期については、「平成１１年度以前」と「平成１２年度～１５年度」をあわせ

ると６８．６％となり、約７割が平成１５年度以前に取組みを開始したことが伺える。また、税を導入した「平成１

７年度」と「平成１８年度以降」をあわせると３１．４％と、税導入のインセンティブ効果もあったと考えられる。

再生利用の開始時期についても、「平成１１年度以前」と「平成１２年度～平成１５年度」をあわせた７０．７

％が平成１５年度以前に取組みを開始しているが、ここでも税を導入した「平成１７年度」と「平成１８年度以

降」をあわせると２６．３％と、税導入のインセンティブ効果もあったと考えられる。

(3) 取組みの動機（複数回答）

(4) 取組みの内容（複数回答）

排出抑制や再生利用の取組開始の動機についての回答は、「環境意識の高まり」６９件、「産業廃棄物処

理コストの削減」５４件の順で多いが、「各種リサイクル法の施行及び既存の法規制の強化」も３８件あり、リサ

イクルに向けた各種法整備が進んできたことも動機となっていることが伺える。一方「産業廃棄物税の導入に

よる税を含めた処理料金の値上がり」は１１件であり、取組みの動機としてはそれほど強いものとはなってい

ない。

取組みの内容については、「再資源化施設への受入基準に適合させるための分別の徹底」が５３件、「再

使用の取組強化」が５２件とほぼ同じ数値を示し、ついで「焼却処理以外の中間処理への委託」４１件、「製

造工程の見直しや変更」３０件となっている。

1 平成１１年度以前 44 44.4%

2 平成１２年度～平成１５年度 26 26.3%

3 平成１６年度 3 3.0%

4 平成１７年度 15 15.2%

5 平成１８年度以降 11 11.1%

99 100.0%回答者数（合計）

1
産業廃棄物税の導入による税を含めた処理料金
の値上がり 11

2 産業廃棄物処理コストの削減 54

3
各種リサイクル法の施行及び既存の法規制の強
化 38

4 環境意識の高まり 69

5 その他 9

105回答者数

11

54

38

69

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

取組の動機
産業廃棄物税の導入による税を含め

た処理料金の値上がり

産業廃棄物処理コストの削減

各種リサイクル法の施行及び既存の

法規制の強化

環境意識の高まり

その他

1 製造工程の見直しや変更 30

2 再使用の取組強化 52

3
再資源化施設への受入基準に適合させるための
分別の徹底 53

4 焼却処理以外の中間処理への委託 41

5 その他 19

107回答者数

30

52 53

41

19

0

10

20

30

40

50

60

取組の内容
製造工程の見直しや変更

再使用の取組強化

再資源化施設への受入基準に適合

させるための分別の徹底

焼却処理以外の中間処理への委託

その他

44.4%

26.3%

3.0%

15.2%

11.1%

再生利用の開始時期
平成１１年度以前

平成１２年度～平成１５年度

平成１６年度

平成１７年度

平成１８年度以降
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(5) 取り組んでない理由（複数回答）

排出抑制や再生利用に取り組んでいないと答えた事業者がその理由を回答したものであるが、「再資源

化の技術が確立されていない」が一番多く８件、ついで「再資源化の技術等は確立されているが、費用がか

かりすぎるため設備や組織体制が整備できない」が３件、「焼却処理や埋立処分の方が費用が安い」と「消費

者・取引相手等の再生製品等に対する利用意識が充分でない」が１件ずつとなっている。

(6) 税導入の影響（複数回答）

税の導入に伴う経営上の影響については、「排出抑制や再生利用等の取組の結果、社員の意識改革に

つながった」が５２件で一番多い。ついで「…処理コスト減につながった」が４３件、「…会社のイメージ向上に

つながった」が２６件となっている。一方、「排出抑制や再生利用に取り組もうとしたが、できなかったので、結

果的に税相当額が負担増となった」は１２件あり、また「事業費等の見直しにより、負担増を押さえた」が３件、

「排出抑制や再生利用等に全く取り組まなかったため、税相当額が負担増となった」は２件となっているが、

全体に税導入により取組がさらに進められたことが認められる。

「その他」が２２件あったが、その多くが「影響なし」とする内容であった。

1 再資源化の技術等が確立されていない。 8

2
再資源化の技術等は確立されているが、費用がかか
りすぎるため設備や組織体制が整備できない。 3

3
再資源化の技術等は確立されているが、周辺に受入
先がない。 0

4 焼却処理や埋立処分の方が費用が安い。 1

5 社内の協力が得られない 0

6 消費者・取引相手等の再生製品等に対する利用意識
が充分でない。 1

7 その他 4

17回答者数

8

3

0
1

0
1

4

0

2

4

6

8

10

取り組んでいない理由 再資源化の技術等が確立されていない。

再資源化の技術等は確立されているが、費用

がかかりすぎるため設備や組織体制が整備で

きない。再資源化の技術等は確立されているが、周辺

に受入先がない。

焼却処理や埋立処分の方が費用が安い。

社内の協力が得られない

消費者・取引相手等の再生製品等に対する利

用意識が充分でない。

その他

1
排出抑制や再生利用等の取組の結果、処理コスト減
につながった。 43

2
排出抑制や再生利用等の取組の結果、会社のイメー
ジ向上につながった。 26

3
排出抑制や再生利用等の取組の結果、社員の意識改
革につながった。 52

4 排出抑制や再生利用等に取り組もうとしたが、できな
かったので、結果的に税相当額が負担増となった。 12

5 排出抑制や再生利用等に全く取り組まなかったため、
税相当額が負担増となった。 2

6 事業費等の見直しにより、負担増を押さえた。 3

7 その他 22

129回答者数

43

26

52

12

2 3

22

0

10

20

30

40

50

60

税導入の影響
排出抑制や再生利用等の取組の結果、処理コスト減につ

ながった。

排出抑制や再生利用等の取組の結果、会社のイメージ

向上につながった。

排出抑制や再生利用等の取組の結果、社員の意識改革

につながった。

排出抑制や再生利用等に取り組もうとしたが、できなかっ

たので、結果的に税相当額が負担増となった。

排出抑制や再生利用等に全く取り組まなかったため、税

相当額が負担増となった。

事業費等の見直しにより、負担増を押さえた。

その他
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４ 産業廃棄物税の制度について

(1) 税の転嫁の有無

(2) 税の転嫁の的確性

(3) 税率の妥当性

(4) 妥当と思えない理由

1 転嫁が行われている。 46 36.2%

2
転嫁が行われている業者もいるがいない業
者もいる。 13 10.2%

3 転嫁が行われていない。 11 8.7%

4 わからない。 57 44.9%

127 100.0%回答者数（合計）

1
排出抑制への促進にもリサイクルへの促進
にも妥当な税率と思う。 49 39.8%

2
排出抑制又はリサイクルの促進に対して、妥
当な税率と思えない。 13 10.6%

3 わからない。 61 49.6%

123 100.0%回答者数（合計）

1 税率が高い。 11 84.6%

2
(排出抑制やリサイクルの促進のためには)税
率が低い。 1 7.7%

3 その他 1 7.7%

13 100.0%回答者数（合計）

1 的確な課税相当額が転嫁されている。 27 46.6%

2 ほぼ的確な課税相当額が転嫁されている。 20 34.5%

3 あまり的確な課税相当額の転嫁がされていない。 3 5.2%

4 課税相当額の転嫁が全く的確でない。 0 0.0%

5 わからない。 8 13.8%

58 100.0%回答者数（合計）

36.2%

10.2%8.7%

44.9%

税の転嫁の有無
転嫁が行われている。

転嫁が行われている業者も

いるがいない業者もいる。

転嫁が行われていない。

わからない。

46.6%

34.5%

5.2%

0.0%
13.8%

税の転嫁の的確性
的確な課税相当額が転嫁されて

いる。

ほぼ的確な課税相当額が転嫁

されている。

あまり的確な課税相当額の転嫁

がされていない。

課税相当額の転嫁が全く的確で

ない。

わからない。

39.8%

10.6%

49.6%

税率の妥当性
排出抑制への促進にもリサ

イクルへの促進にも妥当な

税率と思う。

排出抑制又はリサイクルの

促進に対して、妥当な税率と

思えない。

わからない。

84.6%

7.7%
7.7%

妥当と思えない理由

税率が高い。

(排出抑制やリサイクルの促進

のためには)税率が低い。

その他
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税の転嫁については、「転嫁が行われている」が３６．２％であるが、「わからない」も４４．９％に上っている。

これは、事業者の多くが、直接焼却や埋立を委託するのではなく、再生利用を前提とした中間処理を委託す

るため、処理料金に税相当額が含まれていても意識できていないということも考えられる。

転嫁の的確性については、約半数の４６．６％が「的確な課税相当額が転嫁されている」を選んでおり、

「ほぼ的確な課税相当額が転嫁されている」の３４．５％と合わせると８１．１％となる。「あまり的確な課税相当

額の転嫁がされていない」は５．２％、「課税相当額の転嫁が全く的確でない」については０％であり、税の転

嫁については概ね的確であると判断される。

税率の妥当性については、「わからない」が４９．６％と半数近くを占めているが、「排出抑制への促進にも

リサイクルへの促進に妥当な税率と思う」が、３９．８％であり、「排出抑制又はリサイクルの促進に対して、妥

当な税率と思えない」の１０．６％を大きく上回っている。

(5) 焼却への課税

九州独自の課税方式である焼却処理への課税については、「有効であったと思う」が５５．０％と半数を超

えている。「わからない」も４１．９％あるものの、「有効であったとは思わない」は３．１％であり、概ね受け入れ

られていると考えられる。

(6) 納税方式

焼却処理業者及び最終処分業者が排出事業者や中間処理業者から税を徴収し、県に申告納入する特

別徴収方式について、「妥当な納税方式である」と答えたものが５８．０％であり、「わからない」が３７．４％ある

ものの、「現在の納税方式は妥当ではない」とする４．６％を大きく上回っており、概ね受け入れられていると

考えられる。

1 有効であったと思う。 71 55.0%

2 わからない 54 41.9%

3 有効であったとは思わない。 4 3.1%

129 100.0%回答者数（合計）

1 妥当な納税方式である。 76 58.0%

2 わからない。 49 37.4%

3 現在の納税方式は妥当ではない。 6 4.6%

131 100.0%回答者数（合計）

55.0%

41.9% 3.1%

焼却への課税

有効であったと思う。

わからない

有効であったとは思わない。

58.0%

37.4% 4.6%

納税方式

妥当な納税方式である。

わからない。

現在の納税方式は妥当では

ない。
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５ 産業廃棄物税の広域的導入について

（１）税導入後の変化（複数回答）

（２）変更理由

（３）変更場所

県内 九州の他の県 九州以外

1 34

2 38

3 13

4 69

130

産業廃棄物の排出抑制の取組をした。

産業廃棄物のリサイクルの取組をした。

産業廃棄物の搬入先を変えた。

何も変化はない。

回答者数

34
38

13

69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

税導入後の変化
産業廃棄物の排出抑制の取組をし

た。

産業廃棄物のリサイクルの取組をし

た。

産業廃棄物の搬入先を変えた。

何も変化はない。

1 0 0.0%

2 6 46.2%

3 6 46.2%

4 1 7.7%

5 0 0.0%

13 100.0%

その他

施設の廃止などにより、それまでの処理方法が継続でき
なくなったため搬入先を変更した。

１及び２以外の理由で、より料金の安い施設があったため
搬入先を変更した。

回答者数（合計）

産業廃棄物税の負担を避けるため、課税のない地域に搬
入することにした。

リサイクルを行わない処理方法からリサイクルを行う処理
方法への変更に伴い、搬入先を変更した。

1 5

2 7

3 1

13

九州の他の県

県内

九州以外

回答者数

5

7

1

0

2

4

6

8

変更場所

県内

九州の他の県

九州以外

1 3

2 1それ以外の地域

大分市
1 7

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

長崎県

熊本県

福岡県

佐賀県

1 0

2 0

3 0

4 1

四国地方

その他

中国地方

近畿地方

0.0%

46.2%

46.2%

7.7% 0.0%

変更理由 産業廃棄物税の負担を避けるため、

課税のない地域に搬入することにし

た。

リサイクルを行わない処理方法からリ

サイクルを行う処理方法への変更に

伴い、搬入先を変更した。

施設の廃止などにより、それまでの処

理方法が継続できなくなったため搬入

先を変更した。

１及び２以外の理由で、より料金の安

い施設があったため搬入先を変更し

た。

その他
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６ 産業廃棄物税の税収使途について

産業廃棄物税は、産業廃棄物の排出抑制・再生利用の推進、適正処理の推進、基盤整備の推進、啓発

広報等の推進の４つを柱とする施策に充てられているが、今後どのような施策を充実すべきだと考えるか調

査したもの。排出抑制・再生利用の推進、適正処理の推進、基盤整備の推進、啓発広報等の推進の順で回

答が多かった。

７ 自由意見欄（抜粋）

（税収使途事業の「その他」欄に記載されたものも含む）

○税収使途事業

・公共の廃棄物処理場を建設するための基金として積み立てるべき

・廃棄物処理費用を安くするための財源に充てるべき

・不法投棄防止のために、処分費に充てたり、抑止のための啓発を行うべき

・小中学校におけるエコ教育等に使用するべき（都市部に比べて大分のエコ教育は遅れていると思う）

・（産廃）パトロール等（不法投棄をする業者にはもっと厳しく対応すべき）

・処分業者への補助等を行うべき

・電子マニフェスト化の推進、不法投棄の抑制(監視カメラ等)のための財源に充てるべき

・環境修復（大気、水質）のための財源とするべき

・不法投棄監視の強化を行うべき

・研究開発、ハード設置補助金にとどまらず、廃棄物の(九州以外も含めた)広域的な再生利用先の調査

及びネットワークの構築に活用するべき

・産業廃棄物管理者教育(研修)を行うべき

・どの産業廃棄物処理施設も老朽化していて、基準を満たすのが厳しい。それら施設の改良、改築更新

についての補助に充てるべき

○その他

・公共工事が減ると産業廃棄物税も必然的に減る。景気回復は公共事業にかかっていると思う。

・産廃税の税収が減少していれば、それは排出が抑制されている成果だと思う。

・産業廃棄物税に関しての自分の知識が不足している。これから勉強したい。

・現在の税制で良いと思われるが、依然として不法投棄が行われている。これらに対する検証を行い、罰

則の強化や何らかの規制も考慮すべき。

・税収使途についての具体的な内容、効果等について広報をお願いしたい。

1 86

2 74

3 60

4 44

5 11

117

その他

排出抑制・再生利用の推進

適正処理の推進

基盤整備の推進

啓発広報等の推進

回答者数

86

74

60

44

11

0

20

40

60

80

100

税収使途

排出抑制・再生利用の推進

適正処理の推進

基盤整備の推進

啓発広報等の推進

その他
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・産業廃棄物に関する知識はまだ不十分。対象業者の担当者への全般的な教育を強く求める(社内での

教育、研修は厳しい)。

・税収使途についての具体的な広報を実施し、市民が理解できるようにして欲しい。

・税導入以前からリサイクルの推進、発生量の削減、産廃の再資源化に全社的に取り組んでいる。徴収さ

れた税金は有効に活用して欲しい。

Ⅵ 産業廃棄物の処理処分状況の推移

・県内最終処分量は平成９年度と比較すると、減量化及び再生利用により約１／３に減少している。

・直接再生利用量は平成１７年度と比較すると、再生利用等の取組により約２倍に増加している。

・再生利用量は平成９年度と比較すると排出抑制・再生利用の取組により約１．４倍に増加している。

・直接最終処分量は平成１２年度と比較すると排出抑制・直接再生利用量の増加によりほぼ半減している。

（単位：千ｔ/年）

H9 － H9 1,606
H12 1 H12 1,720
H17 25 H17 2,241
H18 35 H18 2,170
H19 48 H19 2,188

H9 3,298 1,705 H9 －
H12 3,488 1,837 H12 －
H17 3,791 2,268 H17 2,216

H9 3,684 H18 3,766 2,201 H18 2,135
H12 3,623 H19 3,651 2,219 H19 2,140
H17 3,909
H18 3,899
H19 3,774

1,592 H9 －
1,651 H12 117
1,524 H17 52
1,564 H18 67
1,432 H19 79

H9 － H9 468
H12 134 H12 251

H18 97 H18 164
H19 74 H19 154

16
1
0
0
0

Ｈ１７ －
Ｈ１８ 151
Ｈ１９ 161
Ｈ２０ 120

注1）図中の数値は、四捨五入の関係で収支が合わない場合がある。

再生利用量直接再生利用量

最終処分量

県外
搬入

中間処理量 処分残さ量

H12
H17

H19

H12

H17

最終処分量

144

中間処理後再生
利用量

中間処理後最終
処分量

H9

H19

H17 92

H12
H17

その他量

H18

H18

H９

排出量

H18

H9

H17

H19

減量化量

直接最終処分量
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Ⅶ 税導入の効果

排出抑制、リサイクルに向けたインセンティブ(動機付け)効果について

県内の処理処分状況をまとめた「Ⅵ 産業廃棄物の処理処分状況の推移」によると、税導入前の平成９

年度、１２年度と税導入後の平成１７年度以降を比較した場合、再生利用量は増加し最終処分量は減少して

いる。県外からの搬入量を含めた下記＜課税標準量の推移表＞においても、課税標準量の平成１７年度以

降の一貫した減少を確認できる。全体としては、税導入以後、排出量及び最終処分等の数量については減

少の傾向にあるといえる。

さらに「Ⅴ 排出事業者の意識」の調査結果でも、排出抑制や再生利用の取組を行っている事業所が８

割を超えており、排出事業者の間でも排出抑制等へ向けた意識はかなり定着しているものと考えられる。

処理数量等の推移や排出事業者の意識向上の要因としては、税の導入以外にも、建設リサイクル法の施

行による建設廃材のリサイクル量の増加や、昨今の環境意識向上を背景にした会社のイメージアップへ向け

ての対応等様々なものが考えられるが、排出事業者への意識調査の結果で、税導入の事実が概ね周知さ

れていることや、税の導入により排出抑制等に取り組んだ結果、処理コスト減や社員の意識改革につながっ

たと答えているものが多いこと等からも、排出抑制、リサイクルに向けた一定のインセンティブ効果があったも

のと認められる。

＜課税標準量の推移表＞ (単位トン)

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度
焼却 21,356 34,659 27,183 23,900

最終処分 322,952 399,999 329,675 320,682
計 344,308 434,658 356,858 344,582

前年比 - 126.24% 82.10% 96.56%

１７平年度化（×4/3） 459,077 434,658 356,858 344,582

前年比 - 94.68% 82.10% 96.56%
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Ⅷ 産業廃棄物をめぐる課題及び今後の方向性

（１）排出抑制及び減量化等の推進

【課題】

県内の排出量は減少傾向にあるものの、再生利用量及び最終処分量は横ばい傾向となっている。

最終処分量の減量化のためにはさらなる再生利用を推進する必要がある。

【今後の方向性】

循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の再生利用のより一層の推進のために、廃棄物の排出事業者と

廃棄物を資源として活用する事業者のマッチングを促進するとともに、リサイクル製品の利用拡大を強化する。

また、地球温暖化対策のために、 CO2 削減につながる産業廃棄物の再生利用等の施策に取り組む。

（２）適正処理の推進

【課題】

最終処分場において、不適正に処理された県外からの産業廃棄物が埋立等され、火災や硫化水素ガス

の発生等の原因となる事例が起こっており、周辺住民の不安が増し、環境への影響が懸念される。

また、廃棄物の不法投棄は減少傾向にあるものの、依然として山間部、郊外等人目のつきにくい場所で

発生している。

【今後の方向性】

県外からの産業廃棄物の搬入や不法投棄に対して、産業廃棄物監視員の増員や市町村職員の併任等

により、監視体制の強化を図る。

また、改正した県廃棄物適正化条例施行規則の適正な運用に努めるとともに、今後の産業廃棄物処分場

の整備方針等を検討する。

（３）周辺環境の整備の推進

【課題】

産業廃棄物処理施設周辺においては、大型トラックの通行による道路舗装の劣化など、生活環境の悪化

が見られる。

【今後の方向性】

産業廃棄物処理施設の周辺環境の整備については、今後も住民、市町村と協議しながら実施していく必

要がある。

（４）啓発広報等の促進

【課題】

産業廃棄物の排出抑制及び減量化等を推進するためには、事業者、県民及び行政が協働して取り組む

気運を高めていくことが重要である。

【今後の方向性】

廃棄物に対する事業者及び県民の意識向上を図るため、地球環境対策の視点も含めた啓発広報等をさら

に継続して行う必要がある。

上記のとおり、県民の安心に資するため、引き続き、産業廃棄物税を有効に活用し、産業廃棄物をめぐる

課題に的確に対応しながら、施策の充実・強化に努める。
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Ⅸ 税制度についての検討

検討項目 現行の制度 制度の検証

課税客体 ・焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を ・排出抑制の効果が大きい

（焼却施設及び最終処分場 搬入する排出事業者又は中間処理業者が 最終処分場への搬入段階に

への産業廃棄物の搬入） 税を負担する。焼却量に応じた課税は焼却 課税することに加え、焼却施

施設への搬入段階で行い、最終処分量に応 設への搬入段階にも課税を

じた課税は最終処分場への搬入段階で行 行うことにより、リサイクル(再

う。 使用、再生利用)への誘導を

・九州各県が採用（焼却施設搬入に係る課 促進することができる。

税については、熊本県、沖縄県を除く）。

特別徴収方式 ・税の徴収は焼却処理業者及び最終処分業 ・産業廃棄物の処理業者は

（焼却施設及び最終処分場 者が行う。 排出事業者に比べて数が少

に産業廃棄物を搬入する排 ・税を導入している27道府県のうち、２５道府 なく、申告納付に比べ徴税コ

出事業者から焼却処理業者 県が採用。 ストが安い。

及び最終処分業者が税を徴 ・免税点を設ける必要性が

収） 少なくなり、課税上の公平性

を保つことができる。

税 率 ・税を課すことで、産業廃棄物の排出抑制等 ・ 排出抑制等に効果が認め

(焼却施設への搬入に対して にインセンティブが働き、かつ事業者に過度 られるとともに、事業者からも

800円／t、最終処分場への の負担とならない水準として設定 おおむね理解を得ている。

搬入に対して1,000 円／ t ・ 最終処分場への搬入については、税を導

を徴収) 入している２７道府県すべてが同一の税率を

採用

課税の特例 ・一事業者の年度における産業廃棄物の焼 ・この制度により、特定の排

（特定の者に対する過度な 却施設又は最終処分場への搬入に係る重 出事業者に税負担が過度に

負担の緩和） 量の合計が 1 万トンを超える場合には、その 偏ることが緩和されている。

超える部分について、一定の割合で軽減し

たものを課税標準とする
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Ⅹ まとめ

これまで述べてきたとおり、県内の産業廃棄物は、税導入前に比べ再生利用量は増加し、最終処分量は

減少しており、税を負担する排出事業者に対する意識調査においても、税導入による排出抑制、リサイクルの

推進に向けた一定のインセンティブ効果が認められる。

また、税を財源とした使途事業についても一定の成果を上げており、今後も引き続き事業を行う必要がある。

さらに、この税制度については、九州各県が連携して導入した税であり、熊本県、沖縄県を除いて課税客

体は同じであり、税の徴収方式、税率についてはすべての県で同じとなっている。

特に、税率について同率となっていることで、九州内の産業廃棄物の県間移動に対して中立的となってい

る。税導入後５年目となり、九州各県で連携しながら見直しを行っているが、その中では各県とも、今後も同一

税率にて課税を継続する意向であり、本県も同一歩調をとることで、産業廃棄物の流入を抑止する必要があ

る。

これらのことから産業廃棄物税については、現行制度のまま継続することが適当であると考える。
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資 料

○ 産業廃棄物税導入に係る全国の状況

産業廃棄物に関する税制度を導入している都道府県は、平成２１年度４月現在、２７道府県と１

市であり、検討を終えた次の９県市が、現行制度のまま条例を継続して施行することを決定してい

る。

県 名 制 定 施 行 方式区分 状 況 条例の改正

平成13年 平成14年 事業者 現行制度のまま な し

三重県 7月 ４月 申告納付 継続

平成14年 平成15年 最終処分業者 現行制度のまま 附則見直し規

岡山県 6月 ４月 特別徴収 継続 定改正

平成14年 平成15年 最終処分業者 現行制度のまま 適用期間を施

鳥取県 7月 ４月 特別徴収 5年延長の時限 行日から10年後に

措置 延長

平成14年 平成15年 最終処分業者 現行制度のまま 失効日を5年後

広島県 7月 ４月 特別徴収 5年延長の時限 から10年後に

措置 延長

平成14年 平成15年 最終処分業者 現行制度のまま な し

北九州市 ６月 10 月 申告納付 継続

平成14年 平成16年 最終処分業者 現行制度のまま な し

青森県 １２月 １月 特別徴収 継続

平成14年 平成16年 最終処分業者 現行制度のまま な し

岩手県 １２月 １月 特別徴収 継続

平成13年 平成16年 最終処分業者 現行制度のまま な し

秋田県 １２月 １月 特別徴収 継続

平成15年 平成16年 事業者 現行制度のまま 附則見直し規

滋賀県 ３月 ４月 申告納付 継続 定改正



大分県産業廃棄物税条例制定の経過

地方分権一括法の施行 （平成12年4月）

九州地方知事会地方税制調査研究会設置

（12年７月）

「大分県産業廃棄物税研究会」の設置

（14年7月）

・導入の必要性

・税制のしくみ

・県内の廃棄物の現況

九州地方知事会地方税制調査研究会

研究報告（14年10月 ）

・広域的取組の必要性

・各県間の税制の整合システムの検討・調整

九州地方知事会

広域的に導入可能な税制を検討

（15年６月）

大分県産業廃棄物税制懇話会

第1回（15年10月）

第2回（15年11月）

第3回（15年12月）

第4回（16年 1月）

九州地方知事会

税の導入の広域的な取組を確認

（15年10月）

大分県産業廃棄物税制懇話会

意見報告書（16年2月）

パブリックコメント

（16年4月～5月）
九州地方知事会

17年４月１日に産業廃棄物税一斉導入の

合意

大分県産業廃棄物税条例公布
（16年6月)

総務省同意 （16年10月）

大分県産業廃棄物税条例施行

（１７年４月１日)

九州7県産業廃棄物税条例施行（17年4月1日）

沖縄県施行（18年4月1日）

排出事業者・処理業者等意見交換
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産業廃棄物税の導入に関する意識調査

概要

１ 目的

導入から 5 年目を迎えた産業廃棄物税について、排出事業者（納税義務者）へのアンケ

ート調査を行うことにより、その排出抑制効果及びインセンティブ（動機付け）効果等を

検証し、今後の産業廃棄物税のあり方を検討する際の資料とするために実施した。

２ 対象者

事業活動に伴い生じる産業廃棄物を一定程度排出する事業所とした。

具体的には、廃棄物対策課が平成２０年度に行った「大分県産業廃棄物税導入効果検証

業務調査」にてアンケートの対象とした 155 事業所。

[対象業種の例]

・建設業

・製造業

・電気・水道業 …等

発送 155 回答 133 （回答率 85.8 ％）

３ 設問内容等

九州各県との共同実施を念頭に置き、共同案に基づいたものを使用した。

４ 実施期間

発送 4 月 23 日（木）

期限 5 月 15 日（金）

５ アンケートの内容

① 産業廃棄物税の導入による排出抑制･再生利用の取組の動機付け（インセンティブ）に

ついて

② 具体的な方策の取組みについて

（製造工程の見直し･再使用の取組強化･分別の徹底･焼却処理以外の中間処理への委託）

③ 排出抑制･再生利用に取り組むことができない理由について

（再資源化の技術の未確立･費用が高い･受入先の有無）

④ 産業廃棄物の税率、制度、納税方式について

⑤ 広域的導入による取組みについて

⑥ 今後の税収使途について
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事業者の皆様へ

『産業廃棄物税の導入に関する意識調査』御協力のお願い

県行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。

さて、本県を含む九州各県では、産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進を

図り、循環型社会の実現に資するため、平成１６年に「産業廃棄物税条例」を制

定し、平成１７年４月から産業廃棄物税を導入しています。

産業廃棄物税は、産業廃棄物の排出抑制、リサイクルへ向けたインセンティブ

（動機づけ）を与える役割のほか、税収を環境政策の財源に充てることにより循

環型社会づくりに向けた取組を一層促進していくためのものです。

本調査は、事業者の皆様に、産業廃棄物税の導入による産業廃棄物に対する意

識の変化や排出抑制、リサイクル促進に向けた動向等をはじめ、税収を活用した

使途事業に関する御意見等をお聞きするため実施するものです。

御多忙のところ、誠に恐縮ではございますが、調査の趣旨に御理解を賜り、調

査票の各設問の回答を直接御記入の上、記入済みの調査票のみを同封の返信用封

筒（返信用切手貼付済み）にて、平成２１年５月１５日(金)までに御投函下さい

ますようお願い申しあげます。

設問の内容や回答方法等、御不明な点がございましたら、下記の連絡先にお問

い合わせください。

なお、御記入いただきました回答につきましては、個々の回答内容の秘密を厳

守するとともに、この調査を通じて当該条例施行後の状況等の把握と今後の政策

の参考とする目的以外に利用することは決してありませんので、御協力ください

ますようお願い申し上げます。

平成２１年４月

大 分 県

＜お問い合わせ先＞

大分県総務部

税務課課税班 ＴＥＬ：097-506-2384

又は

大分県生活環境部

廃棄物対策課産業廃棄物班 ＴＥＬ：097-506-3129
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□ この調査票に関する産業廃棄物に係る用語の定義

用 語 定 義

発生量 事業場内で発生した産業廃棄物量及び有償物量の総計

排出量 発生量から有償物量（*）を除いた量

* 有償物量 事業場内で発生し、中間処理されることなく他者に有償で売却

された量

焼却処理量 直接燃やす処理及び熱分解によりガス化させ、その発生ガスを

燃やす処理の量

中間処理量 発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途に

おける処分（焼却処理を除く）

再生利用量 中間処理された後、自ら利用するか、他者に有償で売却された量

資源化量 有償物量及び再生利用量の総計

減量化量 焼却、脱水等の中間処理により減量化された量の総計

最終処分量 埋立処分及び海洋投入処分をされた量の総計

□ 産業廃棄物の発生量等の概念図

発生段階

発 生 量

有償物量 排 出 量

処理段階

資 源 化 量 そ

減 量 化 量 最終処分量 の

他

有償物量 再生利用量 量
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大 分 県 産 業 廃 棄 物 税 の 概 要

税の概要

項 目 内 容

１ 納税義務者 ・県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者又は

中間処理業者

２ 課 税 客 体 ・県内の焼却施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入

３ 課 税 標 準 ・県内の焼却施設及び最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量

４ 税 率 １．焼却施設への搬入量１トン当たり 800円

２．最終処分場への搬入量１トン当たり 1,000円

５ 徴 収 方 法 １．焼却処理業者及び最終処分業者による特別徴収（申告納入）

２．排出事業者及び中間処理業者による申告納付

６ 納入(付)期限
徴収（申告）すべき期間 申告納入（納付）期限

１月１日から ３月３１日まで ４月末日

４月１日から ６月３０日まで ７月末日

７月１日から ９月３０日まで １０月末日

１０月１日から１２月３１日まで 翌年の１月末日

最 終 処 分 場 ( 特 別 徴 収 義 務 者 )

排 出 事 業 者 ( 納 税 義 務 者 )

焼 却 施 設

(特別徴収義務者
及び納税義務者)

リサイクル
その他の

中間処理施設

(納税義務者)

課 税

課 税課 税

課 税

課 税
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産業廃棄物税の導入に関する意識調査票

この調査票に直接ご記入ください。記入済みの調査票のみを返信用封筒でご返送をお願いします。

はじめに、下記の事項についてご回答ください。

（１）貴社及び貴事業所の概要をご記入ください。

（資本金、従業員数については、当てはまる番号に○をつけてください。）

会社[団体]名

（本社名）

資本金 １． １千万円以下 ２． １千万円超～５千万円

３． ５千万円超～１億円 ４． １億円超～３億円

５． ３億円超

従業員数 １． ５０人以下 ２． ５０人超～１００人

（派遣社員を含む。 ３． １００人超～ ２００人 ４． ２００人超～３００人

パート・アルバイ ５． ３００人超～ ５００人 ６． ５００人超～９００人

トを除く。） ７． ９００人超～１，０００人 ８．１，０００人超

事 業 所 名

事業所所在地 〒

(ＴＥＬ)

記入者 （部署名） （役職） 記入者の

の所属 氏 名

（２）貴事業所の業務内容（主な製品など）を簡単に記述してください。

Ⅰ．産業廃棄物処理の状況等について

（１）貴事業所（建設業の場合、工事現場等を含む）において、過去５年間（平成１６年度から

２０年度）に渡って排出した主な産業廃棄物を＜別表１＞産業廃棄物の種類の種別により、

量が多い順に３種類を限度に記入してください。

＜産業廃棄物の種類＞

①

②

③

（２）貴事業所では、産業廃棄物税の導入年度前（平成１６年度以前）と導入後（平成１７年度
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以降）とを比較した場合、産業廃棄物の種類ごとの量はどのように変化しましたか。

上記（１）で記入した産業廃棄物の種類を記入し、その種類ごとに、産業廃棄物の発生量、

排出量、焼却処理量、中間処理（焼却を除く選別、脱水、破砕、中和、乾燥等）量、 再生利

用量、最終処分量について、１から５までのあてはまる番号に一つだけ○をつけてください。

注：平成１６年度で排出していた産業廃棄物が、製品の製造中止等により平成１７年度以降全く排出しなく

なった場合の当該産業廃棄物については記入の必要はありません。

１．年々増加 ２．年ごとに増減あるも、傾向としては増加 ３．変化なし

４．年々減少 ５．年ごとに増減あるも、傾向としては減少

産業廃棄物の種類 ①（ ） ②（ ） ③（ ）

発生量 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

排出量 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

焼却処理量 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

中間処理量（焼却を除く） １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

再生利用量 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

最終処分量 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

（３）貴事業所では、産業廃棄物税の導入年度前（平成１６年度以前）と導入後（平成１７年度

以降）とを比較した場合、産業廃棄物全体の量はどのように変化しましたか。

貴事業所の産業廃棄物全体の量について、発生量、排出量、焼却処理量、中間処理（焼却

を除くもの上記（２）と同じ）量、再生利用量、最終処分量について、１から５までのあて

はまる番号に一つだけ○をつけてください。

１．年々増加 ２．年ごとに増減あるも、傾向としては増加 ３．変化なし

４．年々減少 ５．年ごとに増減あるも、傾向としては減少

発生量 排出量 焼却処理量 中間処理量（焼却を除く）

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

再生利用量 最終処分量 排出量について

「１」又は「２」に○ → 設問（４）へ

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ 「４」又は「５」に○ → 設問（５）へ

「３」に○ → 設問Ⅱへ

（４）上記（３）で排出量の「１」又は「２」に○をつけられた方にお尋ねします。

増加した原因として何が考えられますか。主な原因と思われる番号に一つだけ○をつけて

ください。

＜増加の原因＞

１．事業規模の拡大又は売上げの増加

２．製造工程の変更等による排出量の増加

３．原材料の変更等による排出量の増加

４．排出抑制（分別等）・リサイクルの取組みの中止又は縮小
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５．その他（ ）

→ 設問Ⅱへ

（５）上記（３）で排出量の「４」又は「５」に○をつけられた方にお尋ねします。

減少した原因として何が考えられますか。主な原因と思われる番号に一つだけ○をつけて

ください。

＜減少の原因＞

１．事業規模の縮小又は売上げの減少

２．製造工程の変更等による排出量の減少

３．原材料の変更等による排出量の減少

４．排出抑制（分別等）・リサイクルの取組みの開始又は強化

５．その他（ ）

→ 設問Ⅱへ

Ⅱ．産業廃棄物税の導入の事実について

本県では、平成１７年４月から、排出事業者を納税義務者とし、県内の焼却施設及び埋

立処分場への産業廃棄物の搬入に対して課税する産業廃棄物税を導入しているのをご存じ

ですか。当てはまる番号に一つだけ○をつけてください。

※ 大分県産業廃棄物税の概要については、別紙をご覧ください。

＜産業廃棄物税の導入＞

１．知っている ２．聞いたことはあるが、仕組みは知らない

３．知らなかった

→ 設問Ⅲへ

Ⅲ．産業廃棄物税の導入に伴う取組みの変化について

（１）現在の貴事業所での産業廃棄物の排出抑制・再生利用の取組みについてお尋ねします。

当てはまる番号に一つだけ○をつけてください。

＜現在の取組みの状況＞

１．排出抑制及び再生利用の取組みをしている。

２．排出抑制の取組みをしている。 → 設問（２）（３）（４）へ

３．再生利用の取組みをしている。

４．取り組んでいない。 → 設問（５）へ

以下の（２）から（４）までは、上記（１）で「１」～「３」に○をつけられた方のみにお尋

ねします。

（２） 排出抑制・再生利用の取組みを始めたのはいつ頃からですか。１から５までの当てはまる

番号に一つだけ○をつけてください。

＜取組開始時期＞
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１．平成１１年度以前 ２．平成１２年度～平成１５年度

３．平成１６年度 ４．平成１７年度

５．平成１８年度以降

排出抑制の取組開始時期 再生利用の取組開始時期

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

→ 設問（３）へ

（３） 排出抑制・再生利用の取組みを開始し、又は強化した動機になったものは何ですか。

当てはまる番号に全て○をつけてください。「５」に○をつけた場合は具体的な内容を記入

してください。（複数回答可）

＜取組みの動機＞

１．産業廃棄物税の導入による税を含めた処理料金の値上がり

２．産業廃棄物処理コストの削減

３．建設リサイクル法をはじめ各種リサイクル法の施行及び既存の法規制の強化

４．環境意識の高まり

５．その他（具体的に）

→ 設問（４）へ

（４）排出抑制・再生利用の取組みとして具体的にはどのようなことをしていますか。当てはま

る番号に全て○をつけてください。「５」に○をつけた場合は具体的な内容を記入してくださ

い。 （複数回答可）

＜取組みの内容＞

１．製造工程の見直しや変更

２．再使用の取組強化

３．再資源化施設への受入基準に適合させるための分別の徹底

４．焼却処理以外の中間処理への委託

５．その他（具体的に）

→ 設問（６）へ

（５）上記（１）で「４」に○をつけられた方のみにお尋ねします。

排出抑制・再生利用に取り組んでいない理由は何ですか。当てはまる番号に全て○をつけ

てください。「７」に○をつけた方は具体的内容を記入してください。

（複数回答可）

＜取り組んでいない理由＞

１．再資源化の技術等が確立されていない。

２．再資源化の技術等は確立されているが、費用がかかりすぎるため設備や組織体制

が整備できない。

３．再資源化の技術等は確立されているが、周辺に受け入れ先がない。

４．焼却処理や埋立処分のほうが費用が安い。
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５．社内の協力が得られない。

６．消費者・取引相手等の再生製品等に対する利用意識が充分でない。

７．その他（具体的に）

→ 設問（６）へ

（６）産業廃棄物税の導入により、貴事業所にどのような経営上の影響があったとお考えですか。

当てはまる番号に全て○をつけてください。（複数回答可）

＜税導入の影響＞

１．排出抑制や再生利用等の取組の結果、処理コスト削減につながった。

２．排出抑制や再生利用等の取組の結果、会社のイメージ向上につながった。

３．排出抑制や再生利用等の取組の結果、社員の意識改革につながった。

４．排出抑制や再生利用等に取り組もうとしたが、できなかったので、結果的に税相

当額が負担増となった。

５．排出抑制や再生利用等に全く取り組まなかったため、税相当額が負担増となった。

６．事業費等の見直しにより、負担増を押さえた。

７．その他（具体的に）

→ 設問Ⅳへ

Ⅳ．産業廃棄物税の制度について

（１）産業廃棄物税は、県内の焼却施設又は最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量に応じて

課税されます。

このため、中間処理業者に処理を委託した場合、処理料金には、中間処理後の残さに対す

る課税相当額が転嫁（処理料金に上乗せ）されると想定しています。

中間処理業者からの税の転嫁の状況について、当てはまると思う番号に一つだけ○をつけ

てください。

＜税の転嫁の有無＞

１．転嫁が行われている。 → 設問（２）へ

２．転嫁が行われている業者もいるがいない業者もいる。 → 設問（２）へ

３．転嫁が行われていない。 → 設問（３）へ

４．わからない。 → 設問（３）へ

（２）上記（１）で「１」、「２」に○をつけられた方のみにお尋ねします。

中間処理業者からの税の転嫁の状況について、残さの量に見合った的確な課税相当額（税

額は焼却処理８００円／トン、最終処分は１０００円／トン）が転嫁されていると思います

か。

当てはまると思う番号に一つだけ○をつけてください。

＜税の転嫁の的確性＞
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１．的確な課税相当額が転嫁されている。

２．ほぼ的確な課税相当額が転嫁されている。

３．あまり的確な課税相当額の転嫁がされていない。

４．課税相当額の転嫁が全く的確でない。

５．わからない。

→ 設問（３）へ

（３）産業廃棄物税の基本税率は、排出抑制、リサイクルへ促進可能な税率として、最終処分場

への搬入に対し１，０００円／トン（焼却施設への搬入に対しては、あらかじめ残さ相当分

（20％）を控除した８００円／トンとし、納税義務者の税負担の累積の回避と他地域の税制

との調和を図っている。）と設定されていますが、この税率についてどうお考えですか。

当てはまる番号に一つだけ○をつけてください。

＜税率の妥当性＞

１．排出抑制への促進にもリサイクルへの促進にも妥当な税率と思う。→設問(５)へ

２．排出抑制又はリサイクルの促進に対して、妥当な税率と思えない。→設問(４)へ

３ わからない。 →設問(５)へ

（４）上記（３）で「２」に○をつけられた方のみにお尋ねします。

妥当な税率と思えない理由は何ですか。当てはまる番号に一つだけ○をつけてください。

「３」に○をつけた場合は具体的な内容を記入してください。

＜妥当と思えない理由＞

１．税率が高い。

２ （排出抑制やリサイクルの促進のためには）税率が低い。

３. その他（具体的に）

→ 設問（５）へ

（５）現在の産業廃棄物税の制度は、中間処理のうち、リサイクルへの前処理と考えられるもの

（例えば選別・破砕・脱水等）は課税の対象外とし、リサイクルにつながらないと考えられ

る焼却処理のみに課税する制度をとっています。

この制度について、リサイクルへの促進に有効であったと思いますか。

当てはまる番号に一つだけ○をつけてください。「２」に○をつけた場合は理由を具体的に

記入してください。

＜焼却への課税＞

１．有効であったと思う。 ２．わからない。

３．有効であったとは思わない。

理由

（具体的に）

→ 設問（６）へ

（６）産業廃棄物税は、現在、産業廃棄物の焼却処理業者及び最終処分業者が排出事業者又は

中間処理業者から税を徴収し、県に申告納入するという特別徴収方式をとっています。

（ただし、自己処理は申告納付方式）
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この納税方式についてどうお考えですか。当てはまる番号に一つだけ○をつけてくださ

い。「３」に○をつけた場合は理由を具体的に記入してください。

＜納税方式＞

１．妥当な納税方式である。 ２．わからない。

３．現在の納税方式は妥当ではない。

理由

（具体的に）

→ 設問Ⅴへ

Ⅴ．産業廃棄物税の広域的導入について

（１）産業廃棄物を取り巻く課題は、一地域の局地的なものであるとともに産業廃棄物が県境を

越えて移動している状況を踏まえると広域的な課題でもあります。九州各県間においては税

制の導入による排出抑制とリサイクル促進という政策効果を確保するため、広域的な税制を

導入する取組が重要と考え、九州各県で一斉に導入しました。

産業廃棄物税の一斉導入後に産業廃棄物に関して何か変化がありましたか。当てはまる番

号に全て○をつけてください。（複数回答可）

＜税導入後の変化＞

１．産業廃棄物の排出抑制の取組みをした。 → 設問Ⅵへ

２．産業廃棄物のリサイクルの取組みをした。 → 設問Ⅵへ

３．産業廃棄物の搬入先を変えた。 → 設問（２）へ

４．何も変化はない。 → 設問Ⅵへ

以下の（２）及び（３）は、上記（１）で「３」に○をつけられた方のみにお尋ねします。

（２）産業廃棄物を処理する場所を変更した理由は何ですか。当てはまる番号に一つだけ○をつ

けてください。「５」に○をつけた場合は具体的内容を記入してください。

＜変更理由＞

１．産業廃棄物税の負担を避けるため、課税のない地域に搬入することにした。

２. リサイクルを行わない処理方法からリサイクルを行う処理方法への変更に伴い、搬

入先を変更した。

３．施設の廃止などにより、それまでの処理方法が継続できなくなったため搬入先を変

更した。

４. １及び２以外の理由で、より料金の安い施設があったため搬入先を変更した。

５．その他

（具体的に）

→ 設問（３）へ

（３）産業廃棄物を処理する場所をどこに変更しましたか。当てはまる番号全てに○をつけ手く

ださい。また、該当があれば、（ ）内の番号にも○をつけてください。（複数回答可）
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＜変更場所＞

１．県内

（１大分市 ２それ以外の地域 ）

２．九州の他の県

（１福岡県 ２佐賀県 ３長崎県 ４熊本県 ５宮崎県 ６鹿児島県 ７沖縄県）

３ 九州以外

（１中国地方 ２近畿地方 ３四国地方 ４その他）

→ 設問Ⅵへ

Ⅵ．産業廃棄物税の税収使途について

産業廃棄物税は、条例の規定により、「循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出の抑制、再生

利用その他適正な処理の推進を図るための施策に要する費用に充てる」こととされており、具体的

には、①排出抑制・再生利用の推進、②適正処理の推進、③基盤整備の推進、④啓発広報等の推進

の４つを柱とする施策に充てています。

今後、産業廃棄物税の使途として、どのような施策を充実すべきだとお考えですか。当てはまる

番号に全て○をつけてください。（複数回答可）

＜税収使途＞

１．

２．

３.

４．

５. その他

（具体的に）

Ⅶ．自由意見欄

産業廃棄物税に関するご意見を下記にご自由にお書きください。

－ご協力ありがとうございました。－
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